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研究成果の概要（和文）：本研究では、国際規範の発展における規範間の競合または複合のプロセスを明らかにするこ
とを目的とした。グローバル、リージョナル、ナショナルの各レベルにおいて、①規範的アイディアの競合や複合が、
どのような制度変化をもたらすか、②多様な行為主体（国家、国際機構、市民社会、企業等）が競合または複合の過程
にどのように関っているか、または、競合や複合から生じる問題をどのように調整しているか、の二点を中心的な問い
として、事例分析を行った。成果は、国際・国内学会発表や論文発表を通じて逐次公開した。最終的には、編著『国際
規範の複合的発展ダイナミクス（仮題）』（ミネルヴァ書房）として近刊予定である。

研究成果の概要（英文）：This study aimed at eradicating contestations or complexity of norms in a norm dev
elopment development. Our case studies centered on two questions: 1. What kind of institutional changes ar
e caused by contestations or complexity of norms; 2. In what process do multiple actors (nations, internat
ional organizations, civil society, coorperations, etc.) get involved in contestations or complexity of no
rms, or coorditate problems associated with contestations. We presented our findings at major internationa
l and domestic conferences, as well as published papers. We are also scheduled to publish an edited book i
n the near future.
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１．研究開始当初の背景 
本研究の学術的背景と、先行研究と比較し

た本研究の特徴について述べる。 
絶え間なき闘争を前提とするホッブズ的

世界観へのアルタナティヴとして、「規範」
は国際政治・国際関係において最も古い論点
の一つである。現実主義と自由主義の対立は、
アナキーな国際関係におけるアクターの行
動を抑制するものとしての規範の機能、効力、
内容をめぐる見解の相違に起因するといっ
ても過言ではない。 
これに対して、コンストラクティヴィズム

やポスト構造主義など社会学を源流とする
学派は、規範と主体とが相互に構成

・ ・

しあう関
係にフォーカスすることで、アナキー下にお
ける規範の規制

・ ・

的作用という伝統的対立軸
を回避した。彼らの議論は、主体のアイデン
ティティや行動パターンを構成する規範の
作用と、主体が相互主観的に規範を形成する
局面とを同時に射程に置いたものである。と
りわけアレクサンダー・ウェントをはじめと
する一群のコンストラクティヴィストたち
は、アナキー自体が主体の規範的解釈を通し
て機能するものであり、国際関係における中
央政府不在という同一条件下であっても、解
釈によって主体のアイデンティティや行動
パターンは変化しうると論じて学界に波紋
を投じた。 
本プロジェクトは、秩序をめぐる多様な規

範的解釈・言説が併存するというコンストラ
クティヴィスト的前提を継承しながら、各規
範が形成され発展していく局面に焦点を絞
る。規範の形成・発展・進化（拡散／遵守／
受容を含む）はコンストラクティヴィズムの
主たるテーマの一つであり、このテーマを扱
った先行研究は、コンストラクティヴィズム
の特徴である構造と主体の相互構成性の論
理を前提とし、規範受容と制度化の程度の時
系列的変化過程を説明する。 
しかし、その嚆矢とされるマーサ・フィネ

モアとキャスリン・シキンクによる規範のラ
イフサイクル・モデルは、規範の発展過程を
過度に単純化しており、重要な論点を不問に
付している。本プロジェクトでは、個別規範
のポリシー・サイクル（アジェンダ設定・政
策形成・履行・フィードバック）と、人権や
環境保護などの原則的規範の生成・普及・国
内化の過程の双方を対象として、ライフサイ
クル・モデルでは論じられなかった諸論点、
すなわち、多様な関係性；政策形成以降のト
ランスナショナル・アクターの関与；トラン
スナショナル・アクターと国内アクターとの
関係性；グローバル規範形成における地域の
役割に重点を置いて論じている。これにより、
より多元性・多様性に重点を置いた規範発展
過程を描くことを目指しているのである。 

 
２．研究の目的 
本研究の目的は、国際秩序を制御する基盤

となる国際規範がどのように形成され進

展・変容していくかを解明することである。
国際秩序、とりわけグローバル・ガヴァナン
ス秩序を支えるものとしての国際規範（この
意味では「グローバル規範」と呼称されるこ
とも多い）の重要性については、国際関係論
の主要テーマとしてこれまで繰り返し論じ
られてきた。しかし、現代の錯綜した国際関
係における国際規範、就中グローバル問題群
に関わる規範の形成・発展過程は複雑であり、
単純なモデルによって画一的に説明できる
ものではなく、また逆に、一つの事例を簡単
に一般化できるものでもない。 
その理由は大きく三つに分けられる。第一

に、関与主体の多様性のためである。国家だ
けでなく非国家主体や国際機構、地域機構が、
規範の策定および履行に実質的に参与する
事例が増えている。とりわけ、「私的」主体
である NGO および企業が国際「公共」政策
の形成に関与することが多くなり、国家のみ
を正統な規範形成主体と捉える見方は現実
に妥当しなくなってきた。また、合意形成の
手法自体に、「マルチ・ステークホルダー・
プロセス(MSP)」に代表されるような、多様
な属性と専門の主体による対等な議論を軸
とした水平的な合意形成・意思決定システム
が採用され事例も見られるようになってき
た。このため、非国家主体の関与メカニズム
や、規範策定主体としての正統性等の論点は、
近年議論の多いところである。 
第二に、争点領域間の相互作用や、同一争

点領域における制度間の相互作用によって、
規範間に競合や補完関係が生じるからであ
る。人権分野と人道分野の相乗関係、開発と
人権、環境と人権、安全保障と環境、主権と
人権の競合等、異分野間の相互作用が、規範
の変容に大きな影響を及ぼしている。また、
同一争点領域内でも、競合するレジームや規
範体系が存在し、その調整のメカニズムが重
要な論点としてクローズアップされている。 
第三に、グローバル、リージョナル、ナシ

ョナル、サブナショナルの各政治アリーナ間
の連動により、マルチ・レベルでの規範形
成・発展がみられるからである。例えば、人
権規範の発展における EU や CSCE の役割、
人間の安全保障規範の発展における日本政
府の役割等、グローバル・レベルでの規範の
進展が地域や国家レベルでの規範形成と密
接に連関している例は枚挙に暇がない。 
以上のような、複雑で複合的な国際関係の

実相を的確に捉えるにはどうすればよいか。
この点は、グローバル・ガヴァナンス論の問
題関心と重なる。現代は複合的グローバル・
ガヴァナンスが増えてきているが、複合的グ
ローバル・ガヴァナンスとは、問題領域、方
法、主体が多様である問題解決制度であり、
国際政治過程の多様化、すなわち、争点領域、
アイディア、主体、ガヴァナンス・レベル、
ガヴァナンス方式、法制度形式の多様性の結
果でもある。 
複合的グローバル・ガヴァナンスの主要な



論点は、二点に集約される。第一は、多様性
の調整がいかに行われるかということであ
る。グローバル・ガヴァナンスの各構成要素
における関係性（競合・機能的補完・相乗・
序列・包摂等）と、そのメカニズムの特定が
主要な分析対象となる。ここで構成要素には、
以下を含む：規範・アイディア；ガヴァナン
ス・レベル（サブナショナル、ナショナル、
サブリージョナル、リージョナル、グローバ
ル）；ガヴァナンス方式（序列制、非序列制、
集権制、分権制）；主体のアイデンティティ
（属性：公・私、セクター、民族、宗教、社
会階層、出身地、ジェンダー等）；法制度の
拘束力（ソフトロー、ハードロー）。 
第二は、新たな複合領域の形成によるグロ

ーバル・ガヴァナンスの変容メカニズムであ
る。「環境」「開発」など、今まで上位概念で
はくくれなかった争点が結び付き、新たな争
点領域を形成する。「腐敗防止」と「ＣＳＲ」
のように、争点領域にあらたな争点が加わる
ものもある。その複合過程における主体と方
法上の特徴が主要な分析対象となる。 
本プロジェクトは、国際関係論・国際政治

学を中核とした最新の理論的知見と多様な
事例研究を用いて、以上の問いに多角的に答
えようとするものである。 

 
３．研究の方法 
本報告書では、国際規範の形成過程を、異

なる規範・制度・アクター・地域間の競合／
相補・相乗関係を軸とした複合過程と捉える
ことで、前項で述べた諸論点をカバーする理
論的視座を与えながら、規範の選抜過程と、
アクターや統治レベルの多様性に照準を絞
りながら、多角的に検討する。この目的のた
めに、リジッドなモデルを事例研究によって
検証するという形ではなく、フレームワーク
を共有しながら複合的な側面を多様な角度
から論じることで、全体として複合的発展の
実態が重層的に立ち上がってくることを目
指している。 
リサーチ・フレームワークは、規範間関係

の概念と、リサーチ・クエスチョンによって
構成される。 
 

（１）規範・制度間関係の種類 
・競合性 contestation 
・相乗性 synergy：異なる規範体系同士が相
互に強化し合う、新たな規範の創出や、別の
問題にも波及するプラス効果を持つ。制度の
深化と拡大をもたらす。環境と腐敗など、異
なるガヴァナンス・システムが相互に効果を
高め合う。 
・相補性・補完性 complementarity：法の欠
缺を補う。現行の法体系では規制されない部
分を補完する。現行制度内での深化をもたら
す。 
・序列性 hierarchy：規範の上位・下位を定
義。どちらが優先されるか。不介入原則と人
間の安全保障規範など。序列の変化が、秩序

の変化と連動する。 
・包含性 inclusiveness：上位規範が下位規
範を包含する。 
・重複性 overlap 
 
上記のうち、競合性・相補性・相乗性は規

範の発展を促す関係性である。補完性と相乗
性は似ているが、補完性が予想される完成系
の不足分を補うことを意味し、その効果は、
予め想定された範囲に限定されるのに対し、
相乗性は、予想以上のプラスの効果をもたら
すことを意味する。したがって、その効果も
無限定である。既存の方法では対応できない
ような問題に革新をもたらす可能性がある
ため、グローバル・ガヴァナンスの問題解決
効率を上げるには、補完効果だけでなく相乗
効果をもたらすことが望ましい。 
 
（２）リサーチ・クエスチョン： 
本プロジェクトに通底する根本的な問い

は、二点ある。第一に、規範が功利的利益と
競合する場合に、規範が選好されるのはどの
ような条件下にあるときか。第二に、規範の
影響が拡大・深化する方向で発展するメカニ
ズムはどのようなものか。この問いを多面的
に検証するために、グローバル・ガヴァナン
スの構成要素間の関係性と連関メカニズム
を特定する： 
①異なるガヴァナンス・レベル（グローバル、
リージョナル、ナショナル、サブ・ナショナ
ル等）間にどのような関係性があるか。一国
の問題が地域の国際規範に発展する等、地理
的拡大（国際化）があるか。グローバルな問
題が一国内の政策に影響するといった地理
的凝集（国内化、地域化）のダイナミズムが
あるか、等。 
②異なるアクター（国家、非国家、トランス
ナショナル、国際機構等）間にどのような関
係性があるか。 
③異なる制度形式（パブリック・レジーム、
プライベート・レジーム、ハードロー、ソフ
トロー等）間にどのような関係性があるか。 
④異なる争点領域、または同一争点領域内の
異なるアイディア間にどのような関係性が
あるか。 
⑤①～④の各側面相互を連関させるメカニ
ズムがあるか。例えば、トランスナショナ
ル・アクターがマルチ・レベルを繋ぐ；国際
機構・地域機構がガヴァナンス・レベル間の
競合の調整機能を担う；国家主体がハードロ
ーを好むのに対し非国家主体がソフトロー
を選好する、等。 
⑥①～④で競合性が見られた場合、その調整
メカニズムは何か。また、補完性・相乗性が
見られた場合、それをもたらすメカニズムは
何か。 
 
上記フレームワークに基づき、代表者・分

担者が各自の専門にあわせた手法と事例を
用いて事例分析を行った。主権国家システム



の変容を背景テーマとするため、規範形成の
主たるアリーナ（ガヴァナンス・レベル）毎
に分担者を配置した（グローバル・レベルは
庄司真理子と西谷真規子；リージョナル・レ
ベルは杉田米行と宮脇昇；ナショナル・レベ
ルは高橋良輔が担当）。これにより、各アリ
ーナの規範形成過程をミクロに捉えると同
時に、マルチ・レベルの相互作用によって各
レベル内での規範形成が影響を被るマク
ロ・ダイナミズムを俯瞰する効果が期待でき
る。 
 事例としては、人道、人権、企業の社会的
責任（CSR）、腐敗防止、紛争予防、平和構築、
保護する責任、援助規範、民主主義、自由主
義等、広範な争点領域を扱うことで、バイア
スがかかりにくいように意識した。 
 
４．研究成果 
 上述フレームワークに基づき、事例ごとに
構成要素間の関係性と、連関メカニズムを検
討した。各事例分析から得られた知見は主に
以下のとおりである。 
 
（１）規範の発展過程におけるトランスナシ
ョナル・アクターの役割 
国際規範の政策サイクルに関与するNGO等

のトランスナショナル・アクターは、広範な
機能を果たす。規範起業家としてアジェンダ
設定に主導的な役割を果たす以外にも、認識
共同体として政策内容を策定したり、市民社
会ネットワークを形成し監視活動やキャン
ペーンを通じて履行を促進したりもする。 
しかし、履行促進段階における NGO の役割

は、十分に理論化されているとは言い難い。
国内化のための議論を主導する役割が中核
となると論じられるだけで、どのような条件
下で（国家体制、政治文化、市民社会の成熟
度等）、どのような戦略・戦術が用いられて
規範の国内化がなされるのか、についての研
究は手薄である。また、履行段階のネットワ
ークの機能的特徴についても理論的な整理
は進んでいない。 
①ナショナル規範と国際規範の媒介 
日本の援助政策過程において、NGO が、国

際規範を国内政治に媒介する役割を果たす
ことが明らかにされた。コーポラティズム国
家である特質を生かし、NGO は対決の政治よ
りは対話と融和の政治を志向し、自身はあく
までも媒介者として規範を接ぐ黒子的な役
割に徹する。NGO が政府に対抗する社会勢力
の主力として前面に立つのとは対照的な構
図であるといえる。 
国家が国益の増大を目的として対外政策

を展開するウェストファリア・システムにお
いては、国益と国際規範は根本的な緊張関係
を孕んでいるため、政府と敵対して非難する
ことで、規範の国内化を膠着化させることに
もなりかねない。本研究で示された「媒介者」
の概念は、規範の国内化過程に新たな視点を
付加するものと思われる。 

②多様性の調整と規範の複合化促進 
規範形成過程が多元化すれば、競合の可能

性も高くなる。競合を調整するには、事前の
紛争回避と事後の紛争解決のメカニズムが
必要である。本プロジェクトでは、競合の事
前調整と規範の複合化を促進するトランス
ナショナル・ネットワークである「ハイブリ
ッド多中心ネットワーク(Hybrid Advocacy 
Network=HPN)」モデルが提示され、グローバ
ル腐敗防止ガヴァナンスにおいて検証され
た。 
HPN は多様なアクター間の相乗的協働と、

多元的・多中心的なマルチ・ネットワークの
統治構造によって特徴づけられる。規範の履
行を促進するトランスナショナル・アドボカ
シー・ネットワークと、専門家による規範形
成ネットワークである認識共同体の両方の
特性を備え、エリートと民衆運動の溝（専門
家と活動家、大手 NGO と草の根運動の対立構
造）を架橋する機能を果たす理念型モデルで
ある。 
腐敗防止の領域では、各地域、国家、グロ

ーバルの各統治レベルで法制化がなされて
いる。法制間には、政治社会的条件に応じた
多様性のために、競合が生じる可能性が高い
が、実際には、各制度は意図的に調和され、
深刻な競合が起きないように調整されてい
る。また、自律的なメンバー間で、ゆるやか
な分業に基づいた協働が行われることで、水
面下で調整が為され、紛争を未然に回避する
機能も果たしている。 
腐敗防止ガヴァナンスは、専門家と国家、

国際機関が主導してきた同質的なレジーム
であり、トランスナショナル・ネットワーク
も、認識共同体の側面が強かった。しかし、
2000 年代初め頃から、企業による関与の拡大
や運動の大衆化が進んできたため、多様化に
相応しい分業と多中心構造の構築が求めら
れている。企業の社会的責任（CSR）レジー
ムとの連結、教育の重視、民衆へのアウトリ
ーチ強化、開放的なネットワークの構築など、
ハイブリッド化が模索されている。 
同時に、環境や安全保障など他分野との連

携も積極的に推進されており、グローバル・
ガヴァナンスの複合化をもたらす要因とな
っている。 
 

（２）グローバル政策過程における規範的ア
イディア間の競合および複合過程 
 人道、人権、開発、社会正義、環境等のグ
ローバル問題群にかかわる争点領域では、争
点領域の境界が変動する傾向が見られた。 
 ・いわゆる「新しい戦争」に対応して、国
内紛争への関与も含んだ新しい安全保障規
範として注目されるようになった「紛争予
防」と「平和構築」の規範概念は、時に競合
したり、重複したり、相補関係にあったり、
相乗効果をもたらすなど、時とともにその関
係性を変容させながら発展してきた。現在は
「平和構築」のほうが国連システム内で脚光



を浴びているが、両者の関係性に鑑みれば
「紛争予防」を軽視するのではなく、両者の
適切な使い分けを可能とする制度構築が必
要だろう。 
 ・腐敗はセクター間を横断し、争点領域を
問わず蔓延する現象であるため、腐敗防止規
範は、多様な争点と複合化して発展してきた。
政府調達、公正取引、天然資源、教育、保健、
貧困削減、気候温暖化、軍事・防衛等、その
射程は多岐にわたる。もともと新自由主義的
グッド・ガヴァナンスおよび公正取引の文脈
でフレーミングされてきた腐敗防止規範で
あるが、近年は貧困削減や社会正義といった、
反新自由主義的価値が強調される傾向があ
る。また、近年は環境および軍事・防衛との
争点結合が戦略的に推進されている。気候変
動と腐敗防止との連結によって、サステナビ
リティ向上の相乗効果が目指され、また、平
和構築と腐敗防止との連結によって、紛争後
秩序の安定・持続的平和の強化が期待されて
いる。 
このように、争点領域自体の機能的特性と、

規範推進者による戦略的争点連結によって、
グローバル・ガヴァナンスの境界が再編され
ている。 
 
（３）規範的競合が生じた場合の調整 
同一争点領域において規範的アイディア

が競合した場合、論理的には三つの解決策が
ありうる。一つは、どちらか一方のみが政策
として採択されることである（選択排除）。
功利的利益に基づいた政治的対立が規範的
対立に反映している場合は、このオプション
が採択されることが予想される。二つは、両
者を差別化する制度が構築され、両制度間に
明確な役割分担が敷かれることである（分
業）。これには、垂直的協働（序列化）と水
平的協働の二つの方法がある。三つは、両者
の中間点をとることである（妥協）。 
本研究の事例では、分業および妥協が観察

された。 
・紛争予防と平和構築の規範は、あるとき

は競合し、あるときは重複しながら発展して
きたが、両者の間に序列がつけられることで、
制度間の抵触が避けられている。しかし、役
割分担は明確でなく、重複範囲が大きいため
に、非効率が発生している。 
・第二次大戦後の米国の日本統治の事例で

は、反共主義的民主主義と経済的自由主義と
の妥協の産物として、抑制された軍事化路線
がとられたことが明らかにされた。 
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